
愛媛県美術館中期運営計画 

 

Ⅰ 策定の趣旨 

愛媛県美術館は、美術作品を鑑賞すること（みる）､作品を創ること（つくる）、そして、

それらを通して自ら学ぶこと（まなぶ）を楽しむ参加創造型の美術館として、県民の美術

活動の推進に大きな役割を果たすことを目的に平成 10年 11月に設置されたものです。 

以来、特色とにぎわいのある美術館づくりを進めるとともに、平成 16 年度から     

「中期運営計画」を策定し、５年ごとに改訂を行いながら、当館の設置目的の効果的・効

率的な達成を図ってきました。 

こうした中、令和５年４月に施行された改正博物館法に博物館が地域の活力向上に寄

与することが努力義務として盛り込まれ、同年９月には当館を中核とした文化観光推進

拠点計画が国に認定されるなど、文化資源を活用した地域活性化という当館に求められ

る新たなニーズに的確に対応するため、美術館が果たすべき使命と目標を具体的に定め、

その達成を図る必要があります。 

本計画は、前計画の取組の成果や課題などを踏まえ、「博物館法」第９条に、美術館の

努力義務として、「運営の状況に関する評価等」が規定されていることに基づき、今後の

当館の運営評価を行うための指針として策定するものです。 

 

Ⅱ 運営にあたっての目標 

  愛媛及び国内外の芸術文化に関する中核拠点として、当館の設置目的を達成するため

の具体的目標を次のとおりとします。 

 

１ 施設の業務 

(1) 博物館法に規定する事業 

博物館法に規定する登録博物館として、次の事業を実施します。 

① 近現代を中心とした愛媛及び国内外の美術に関する作品及び資料の収集・整理・保

存を行い、後世に継承するとともに、作品及び資料のデジタルアーカイブを推進し、県

内外に情報を提供します。 

② 愛媛及び国内外の美術並びに美術館教育に関する調査研究活動を推進し、効果的な

情報発信を行い、研究成果を幅広く共有します。 

③ 作品収集や調査研究の成果に基づき、美術の持つ多様な価値観を提起できる展示や、

郷土作家に関する展示を行うとともに、コレクション展・企画展・特別展を積極的に実

施し、利用者の主体的な学びを支援します。 

④ 様々な教育普及事業を実施し、美術と美術館に親しむ機会を提供するとともに教育、

学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助します。 

⑤ 地方公共団体、学校、社会教育施設、その他民間団体等と相互に連携協力しながら、

地域の教育、学術及び文化の振興、文化観光その他の活動を推進し、地域の活力向上の

寄与に努めます。 

(2) 施設の提供 

施設の提供を行い、利用に供します。 



２ 利用者サービスの向上 

誰もが利用しやすい展示内容や提供サービスの向上に努め、来館者の満足度の向上を

図ります。 

３ 県民参画 

県民とともに創る美術館として、ボランティアなどによる県民の参画や交流を促進し

ます。               

４ 利用者増の取り組み 

各種イベントの企画や賑わいの創出、広報の充実強化等により、今後一層の利用者増に

取り組みます。 

 

 

 

 

 

Ⅲ 計画の期間 

  中期運営計画の期間は、令和６年度から令和 10年度までの５年間とします。 

 

Ⅳ 実施事業と実施方針 

Ⅱの目標を達成するため、当館が実施する事業と事業実施にあたっての方針を次のと

おりとします。 

１ 美術館機能として実施する事業 

(1) 作品収集・整理・保存事業 

県民共有の貴重な財産である美術作品・資料を後世に継承するため、近現代を中心とし

た愛媛及び国内外の優れた美術作品・資料を中心に収集し、整理・保存のうえ、展示をは

じめ、館内外の諸活動への活用を図ります。具体的には、収集した作品・資料は、コレク

ション展・企画展等で随時公開するとともに、特別利用や作品貸出しなどを通じ、館外の

多様なニ―ズに応えられるように努めます。 

① 作品収集 

・作品収集は、展示、調査研究、教育普及等の美術館活動の充実を図る観点から、愛媛

県美術館収集方針に基づき、バランスのとれた、幅広い分野の作品を継続的に収集しま

す。特に、本県の芸術文化の特色を顕著に示すテ―マに関する作家・作品については、

その関連資料を含めて集中的な収集を図ります。 

・作品・資料の収集は、寄贈、寄託及び購入により行い、作品購入にあたっては、財源

に留意しつつ、美術館活動に有効に活用できるもの、学術的意義のあるものを収集しま

す。なお、購入及び寄贈候補の作品については、愛媛県美術館美術品等収集評価委員会

に諮ります。 

② 作品整理・保存 

・収集した作品は、分野や素材等に応じて、分類整理し、作品台帳に登録します。整理

の完了した作品については、展示や研究紀要等を通じて公開し、調査研究・教育普及活

動等に効果的に活用するほか、デジタルアーカイブによる公開も図ります。 

（指標） 

総入館者数 令和元年度利用者 37.2万人→令和 10年度 40.2万人 



・収蔵作品の良好な状態を保持するため、総合的有害生物管理（IPM）の考え方に基づ

き、日常的な温湿度・光量を管理して虫菌害の予防措置をとり、必要に応じて保存処理

を施すとともに、作品の劣化を防ぐため燻蒸などの防除対策を講じます。 

・展示・収蔵作品は、定期的に状態確認を実施し、劣化・損傷するなど状態が悪いもの

については適切な修復を施し、貴重な作品を永く後世に継承します。 

(2) 調査研究事業 

調査研究は、美術館事業の根幹をなす収集・整理・保存と展示や教育普及等を結びつけ

る重要な事業活動であることから、引き続き重点的に取り組みます。 

① 収蔵作品の内容に関する学術的な調査研究のみに止まらず、収集・整理・保管・展示・

教育普及等に関する専門的な研究を実施します。また、県内外の研究者・作家等との交

流を行いつつ、館外の関連作品も幅広く調査して、収蔵作品に関する調査研究成果や情

報を積極的に県内外へ伝えます。 

② 学芸員は、調査研究計画に基づき、その専門分野ごとに愛媛並びに国内外の美術・美

術館教育に関する意義のあるテ―マを設定し、継続的に研究を行います。 

③ 調査研究の成果については、展示や各種講座、照会・相談等の美術館業務、学校をは

じめとした館外の講演・講座への学芸員の講師としての派遣などを通じて広く県民に

公開、還元するとともに、研究成果報告書(研究紀要)の発行や美術館ホームページでの

公開により、県内外の施設及び研究機関・研究者等の利用に供します。 

④ 学芸員は、国や関係美術団体等の実施する研修に積極的に参加し、専門分野の見識を

高めるとともに、能力の向上に努めます。 

⑤ 外部共同調査への参加、各種学会・シンポジウム等の誘致など、外部機関との連携を

充実させます。 

(3) 展示事業 

コレクション展や企画展等の展示事業は、収蔵・寄託する作品や学芸員の調査研究活動

等の成果などを有効活用し、県民が美術と美術館への理解を深め、県内外へ愛媛の芸術文

化の魅力を発信する機会を提供するものであり、質量ともに一層の向上を目指します。 

① コレクション展 

・美術館の根幹となるコレクションの特色をしっかりと体感でき、学芸員の調査研究成

果を反映した新鮮な切り口を設定したコレクション展を展開します。 

・杉浦非水・真鍋博をはじめとするデザイン関連の作品、畦地梅太郎を中心とした版画

作品や、俳句文学と美術など質量ともに全国的に誇れるコレクションについては展示

を強化し、継続的な紹介や県内外への情報発信に努めます。 

・展示替えを定期的に実施するとともに、展示内容や展示手法を工夫し、リピーターに

も楽しめる内容となるよう努めます。 

 

 

 

 

② 企画展 

・利用者に対し、国内外の優れた美術作品の鑑賞機会を提供するとともに、学芸員の調

（指標） 

コレクション展観覧者数 令和元年度観覧者数 4.0万人→令和10年度 5.6万人 



査研究成果を発表するため、利用者の興味・関心を喚起する魅力あるテ―マや学術的意

義のあるテ―マを設定し、企画展を開催します。 

・開催にあたっては、様々な主体と協働し、自主企画展や巡回展の開催に取り組みます。           

・利用者のニーズを踏まえながら、多様な作家・ジャンル・鑑賞方法の展覧会を開催す

るとともに、愛媛の芸術文化に関する展覧会を開催し、県内外への魅力発信に努めます。 

・収蔵作品を活用した手作り型の特別展や他館との連携を行うなど、愛媛ならではの展

示を工夫し、質の高い展覧会の開催に努めます。 

・展示内容について、図録の発行、展示解説や講座の実施などにより、鑑賞者の理解を

深めるよう努めます。 

 

 

 

 

 

③ 展示事業実施上の留意点 

・展示室の展示環境について適切な管理に努めます。 

・利用者が興味を持って作品を十分に鑑賞できるよう、展示構成や解説キャプションの

内容に配慮します。 

・多様な利用者が展示内容を理解できるよう、解説パネルの文字の大きさやふりがな、

多言語化等に配慮します。 

・講演会やボランティアによる対話型鑑賞などの関連イベントを実施し、利用者の作品

理解が深まるよう努めます。 

・広報活動を積極的に行い、展示事業の情報を県内外に広く発信します。 

(4) 教育普及事業 

教育普及事業は、多様な利用者の鑑賞や創作などの美術活動を支援するものであり、よ

り多くの参加を促しながら、引き続き充実を図ります。 

① レクチャー等 

・対話型鑑賞やレクチャー等により、美術や美術館に関する理解を助け、学びを深める

など、展示事業との関連性も持たせながら、鑑賞活動の支援に努めます。 

・対話型鑑賞や美術館吟行などの手法を取り込んだ各種プログラムを開発、提供しま

す。 

② アトリエ 

 ・アトリエでは、利用者の自由な創作の場を提供するとともに、版画全般・木工・染織・

写真等の各種講座や体験ワークショップを実施するなど、創作活動の支援に努めます。 

③ 学校等との連携 

・学校をはじめ、さまざまな施設、団体等に対し、美術館の情報を随時提供し、積極的

な観覧、利用に努めます。 

・学校等の要望に応え、出前講座やワークショップ、職員研修を実施し、併せて利用促

進を図ります。 

・学校の利用については、観覧料の減免により負担を軽減するとともに、要望に応じて、

（指標） 

企画展観覧者数 令和元年度観覧者数12.9万人→令和10年度13.6万人 



児童生徒等を対象とした、親しみやすい学習プログラムを実施します。 

④ イベントの実施 

・利用者のニーズに考慮し、美術と美術館に親しむためのイベントを積極的に実施しま

す。 

 (5) 利用者参加の促進 

① 情報公開 

・博物館法第 10条の規定に基づき、美術館の事業に関する県民その他の関係者の理解

を深めるとともに、これらの方々との連携及び協力の推進に資するため、当美術館の運

営の状況に関する情報を積極的に公開します。 

② 美術館友の会や愛媛県美術会との連携強化 

・利用者と美術館の橋渡しとなる美術館友の会や愛媛県美術会との連携を強化し、利用

者の美術活動の充実を支援します。 

③ 美術館ボランティアの推進 

・県民の美術館活動への参画と利用者サービスの向上を目的に、作品ガイドボランティ

アや情報サービスボランティア等の活動を推進します。 

④ 博物館実習・職場体験・インターンシップの受入れ等 

・学校教育が実施する博物館実習、職場体験、インターンシップ等については、要望に

応じて受け入れを行うとともに、美術館に係る非常勤講師等の要望があった場合は、柔

軟に対応します。 

⑤ 美術館協議会委員の一般公募 

・美術館長の諮問に対し意見を述べる美術館協議会の委員について、一般県民から公募

を行い、県民の意見を反映した美術館の運営に努めます。 

(6) ネットワーク 

愛媛及び国内外の芸術文化に関する中核機関として、以下の活動を行います。  

① 県内外の関係機関との連携・交流 

・県内の美術館、博物館をはじめ、大学・社会教育機関・関係団体等との交流・連携に

努めるとともに、県外の美術館、博物館との情報交換や共同企画の実施の検討等、広域

連携を図ります。 

・県内外作家、美術愛好者等との連携を継続し、美術館事業への参画を促進します。 

・所蔵品の交換展示や企画展、講座等自主事業の開催に際し、他館と相互に協力するな

ど、魅力ある事業を実施するほか、杉浦非水・真鍋博など、当館がまとまった点数を所

蔵する作家については、他館での展示を促すため、企画パッケージを作成し提供します。 

・大規模災害が発生した場合は、県内美術館・博物館の被災状況を関係機関と共有し、

必要に応じ相互支援に努めます。 

② 専門的事項に関する助言・協力   

・国及び地方自治体等、関係機関からの依頼に応じ、委員会等への協力、調査協力等を

通じ、専門的事項に関する助言・協力を行います。 

③ 各種行政施策と連携した事業の実施 

・県政推進の観点から、愛媛県及び愛媛県教育委員会の各種行政施策と連携した事業の

実施に努めます。 



④ 地域との連携 

  ・松山周辺の美術館、博物館等で構成する愛媛／松山ミュージアム・ストリート連絡協

議会において、合同で広報や調査研究、情報共有等を行うなど、他の関連施設等と連携

しながら活動を行い、松山中心部の賑わいの創出を図ります。 

・隣接する愛媛県立図書館のほか、市町、学校、社会教育施設等の関係機関や民間団体

と相互に連携・協力し、地域における教育及び学術の振興、文化観光その他の活動の推

進を図り、地域活力の向上に寄与するよう努めます。            

２ 施設の利用促進と賑わいの創出 

(1) 施設の利用促進 

県民ギャラリーや特別展示室、研修室、講堂等の利用を促進し、利用者の美術活動を支

援します。 

 (2) 賑わいの創出 

国内外の観光旅客等の取り込み及び周遊の促進を図るため、民間事業者と協力しなが

ら、施設の内外でさまざまなイベントやプログラム等を実施し、利用者の交流の場として

施設を有効活用し、賑わいの創出を図ります。 

３ 広報の充実強化 

より多くの利用者に美術館の施設や活動を周知し、利用促進を図り、美術館事業の成果

を還元するとともに、施設の有効活用を図ることは極めて重要であることから、DMOや交

通機関・宿泊施設等とも連携しながら、広報活動を充実強化します。 

(1) 情報発信機能の強化 

美術館ホームページのきめ細やかな情報発信に努めるとともに、メールマガジン、ＳＮ

Ｓ、動画コンテンツを積極的に活用するなど、ターゲットや内容に合わせて適切な手段を

検討し、県内外への情報発信機能を強化します。 

(2) デジタルアーカイブの推進 

収蔵作品のデジタルアーカイブ化とその公開、インターネットを通じた収蔵作品の情

報発信等に努めます。 

(3) 広報物の作成配布 

企画展等のポスターやチラシをはじめ、美術館の活動の情報を掲載した各種広報媒体

を作成し、学校や社会教育施設、近隣の店舗等に配布します。なお、広報物については、

内容を充実させ、読みやすい紙面づくりに努めます。 

(4) パブリシティの活用 

報道機関や美術雑誌等に展覧会やイベントの情報を積極的に提供するほか、ＣＡＴＶ

等と連携した番組づくりを行うなど、パブリシティの活用に努めます。 

(5) 広告宣伝の実施 

  企画展等では、必要に応じ、新聞やテレビ、インターネット広告などさまざまな媒体を

使った広告宣伝を行い、周知を図ります。 

(6) 潜在来館者の掘り起こし 

企画展をはじめとした美術館事業の内容や実施時期を十分検討したうえで、効果的な

広報を展開し、潜在来館者の掘り起こしに努めます。 

外国人を含めた観光旅客の取り込みにも取り組みます。 



(7) 誘致活動 

学校、企業、関連団体等への誘致活動を積極的に行い、美術館の利用促進を図ります。 

(8) 関係機関との連携 

愛媛／松山ミュージアム・ストリート連絡協議会において合同パンフレットを作成配

布するなど、他の美術館や DMO等とも連携しながら、積極的に広報を行います。 

(9) 美術館友の会会員の活用 

  美術館友の会の会員に対して、積極的に情報を発信し、口コミ等美術館の情報拡散への

協力を促します。 

４ 利用者サービス向上のために行う事項 

利用者に対するサービス等の向上のため、次の事項を実施します。 

(1) 利用者ニーズの把握  

利用者を対象としたアンケート調査を行い、多様なニーズを的確に把握し、サービスの

改善や事業に反映させます。 

(2) 事業評価の実施 

当館の展示及び各種事業の効果について、従来の利用者数､アンケート調査の分析に加

え、研究成果発表数、来館者満足度など、評価指標を複数設定して､これらに基づく事業

評価を順次実施するほか、中期運営計画の進捗状況については、毎年度､美術館協議会へ

報告し、意見を求め、業務運営の改善に反映させます。 

(3) 鑑賞活動の支援 

学芸員や展示案内員、作品ガイドボランティア等のファシリテート力を高め、利用者の

充実した鑑賞を支援するとともに、コレクション展、企画展等の解説・対話型鑑賞の内容

を充実させるほか、展示内容・キャプションの内容にも配慮します。 

(4) 施設利用や問い合わせのオンライン受付 

施設の貸館や講座等に係る館ホームページからのオンライン申込みや、電子メールに

よる問い合わせや意見を受け付け、利便性の向上を図ります。 

(5) 開館日・開館時間の弾力化 

利用者のニーズに応じ、イベント開催時などは、開館日や開館時間を弾力的に設定しま

す。また、豪雨豪雪といった状況に施設が見舞われる時は、計画休館や中途の臨時休館措

置により、利用者の安全確保を優先する対応を行います。 

(6) 講師派遣の充実 

学校、公民館等外部からの職員の講師派遣要請については、業務状況と内容に応じて今

後も対応します。 

(7) ユニバーサルデザイン化 

障がい者や高齢者、外国人、子育て中の方等誰もが安全かつ快適に利用できるよう、引

き続きハード、ソフトの両面から環境整備に努めます。               

(8) 接客態度の向上 

日々の挨拶や説明時の声量など、接客態度の向上をさらに図るための研修機会を設け

るとともに、情報の共有を図るなど利用者が満足できるように対応します。 

(9) 安全・安心の確保 

① 利用者の安全を守るため、安全管理マニュアルの職員への周知徹底を図るとともに、



地震や消防等の訓練により、事故や災害時における迅速で適切な対応に備えます。また、

大規模災害時に貴重な作品を保全できるよう、対策を検討します。 

② 収蔵作品･資料の保全を図るため、定期的な状況確認を実施します。 

③ 施設の点検、保全に努め、必要に応じて補修・改修を行います。             

(10) 個人情報の保護 

個人情報の保護に関する法律第 65条及び第 66条の規定により、個人情報を適正に取

り扱います。 

 

Ⅴ 収支に関する事項 

１ 外部資金の導入 

実行委員会方式による事業実施や協賛金、各種助成金の獲得など、外部資金の導入を図

り、美術館活動の充実と収入の確保に努めます。 

２ 経費の節約 

業務内容や費用対効果を検討の上、業務内容の見直しや外部委託、経費節減意識を徹底

し、経費の節約を図ります。 

 

Ⅵ その他 

計画策定にあたり、付随して次の事項を定めます。 

１ 組織･人材について 

(1) 職員の適正な配置に努めるとともに、関係施設間での交流を促進します。 

(2) 各種専門研修等を通じ、職員一人一人が職責を果たすために必要な能力や資質の向上 

に努めます。 

２ 施設運営の持続性に対する対策 

南館は建築後 50 年、本館は設立後 25 年を経過し施設の老朽化が進行している現状を

鑑み、今後も安定的に運営を継続するため、適切な維持管理及び計画的な修繕に取り組み

ます。 

３ 事務のＯＡ・ペーパーレス化、省エネルギー・リサイクルの推進 

環境負荷の低減を目指し、ＯＡ・ペーパーレス化を一層推進するとともに、光熱水費等

の使用状況等を常時把握して節減に努めるほか、施設の修繕や改修等を行う際は、よりエ

ネルギー消費の少ない方法を積極的に採用します。また、展示物品の再利用や廃棄物の分

別収集を徹底するなどリサイクルを推進します。 

４ 機能充実と効率的な施設運営 

  業務内容や事務の執行方法について絶えず見直しを行い、美術館の一層の機能充実と

効率的な施設運営を図ります。 

５ 計画の変更等 

本計画は、策定時点における諸事情に大きな変動がないことを前提条件として策定し

たものであり、県の予算や財政計画、組織再編などに伴い、財源や人員等に著しい変更が

生じた場合や、大規模な自然災害又は感染症流行等に伴い、社会経済活動に顕著な影響が

生じた場合は、計画期間中にもかかわらず、必要に応じて見直すものとします。 


